令和　年　月　日
九州運輸局長　殿
住所
氏名又は名称
代表者名
連絡先ＴＥＬ

一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更（路線延長）認可申請書
　今般、一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更（路線延長）を行いたいので、道路運送法第１５条規定により、ここに関係書類を添えて認可の申請をします。
記

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

　　
　　住所

    氏名又は名称

　　代表者名

２．事業の種類
　　一般乗合旅客自動車運送事業

３．事業計画
（１）運行の態様

      路線不定期運行

（２）延長しようとする路線
　　　別紙１のとおり

（３）主たる事務所及び営業所の名称及び位置

	主たる事務所
	位　　　　　　置

	              事務所
	


	営業所名
	位　　　　　　置

	 　　　　　　 営業所
	 


（４）営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車の数

	営業所名
	事業用自動車の数

	 　　　　　営業所
	       （　 　）両

	 　　　　　営業所
	       （　　 ）両


（　）内は乗車定員１１人未満の車両数（内数）
他事業（ 貸切 ・ 乗用 ）との併用　　有　・　無
※乗車定員１１人未満の車両の場合であっても、バリアフリー法に適合させる義務が生じる
場合あり。

（５）自動車車庫の位置及び収容能力

	営業所名
	位　　　　　置
	収容能力
	所有借入の別

	 　　　　営業所
	 
	   　　　㎡
	 所有・借入


（６）各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大である

　　ものの当該長さ、幅、高さ又は重量

	   　長　　さ
	       幅
	     高　　さ
	  　車両総重量

	  　　　　　ｃｍ
	     　　　　ｃｍ
	   　　　　　ｃｍ
	   　　　　　　Kg


（７）乗降地点の名称及び位置並びに停留所間のキロ程

別紙２のとおり
４．路線延長を必要とする理由
５．実施予定日
　　令和　　年　　月　　日
別紙１

 延長しようとする路線 
	起点
	（A）

	終点
	（B）

	キロ程
	km

	道路種別
	

	道路管理者
	


	起点
	（B）

	終点
	（C）

	キロ程
	km

	道路種別
	

	道路管理者
	


	起点
	（C）

	終点
	（D）

	キロ程
	km


	道路種別
	

	道路管理者
	


	起点
	（D）

	終点
	（E）

	キロ程
	km

	道路種別
	

	道路管理者
	


　
	起点
	（E）

	終点
	（F）

	キロ程
	km

	道路種別
	

	道路管理者
	


	起点
	（F）

	終点
	（G）

	キロ程
	km

	道路種別
	

	道路管理者
	


                                                                           別紙２

　乗降地点の名称及び位置並びに停留所間のキロ程

  系統名：
	№
	名称
	位置
	摘要
	キロ程（km）

	
	
	往：
	
	↓往
	0.00km

	
	
	復：
	
	
	

	
	
	往：
	
	
	

	
	
	復：
	
	
	

	
	
	往：
	
	
	

	
	
	復：
	
	
	

	
	
	往：
	
	
	

	
	
	復：
	
	
	

	
	
	往：
	
	
	

	
	
	復：
	
	
	

	
	
	往：
	
	
	

	
	
	復：
	
	
	

	
	
	往：
	
	
	

	
	
	復：
	
	0.00km
	↑復


系統名：
	№
	名称
	位置
	摘要
	キロ程（km）

	
	
	往：
	
	↓往
	0.00km

	
	
	復：
	
	
	

	
	
	往：
	
	
	

	
	
	復：
	
	
	

	
	
	往：
	
	
	

	
	
	復：
	
	
	

	
	
	往：
	
	
	


	
	
	復：
	
	
	

	
	
	往：
	
	
	

	
	
	復：
	
	
	

	
	
	往：
	
	
	

	
	
	復：
	
	
	

	
	
	往：
	
	
	

	
	
	復：
	
	0.00km
	↑復


運　行　計　画

１．運行系統

	１
	運行系統名
	起点
	主な経過地
	終点

	
	
	
	
	

	
	届出内容
	


	2
	運行系統名
	起点
	主な経過地
	終点

	
	
	
	
	

	
	届出内容
	


	3
	運行系統名
	起点
	主な経過地
	終点

	
	
	
	
	

	
	届出内容
	


	4
	運行系統名
	起点
	主な経過地
	終点

	
	
	
	
	

	
	届出内容
	


	5
	運行系統名
	起点
	主な経過地
	終点

	
	
	
	
	

	
	届出内容
	


　　
２．運行系統ごとの発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあっては、当該発車時刻又は到着時刻

系統名【　　　　　　　　　　】
　新

	
	発車時刻
	到着時刻

	１便
	
	

	２便
	
	

	３便
	
	

	４便
	
	

	５便
	
	

	６便
	
	


　旧
	
	発車時刻
	到着時刻

	１便
	
	

	２便
	
	

	３便
	
	

	４便
	
	

	５便
	
	

	６便
	
	


系統名【　　　　　　　　　　】
　新
	
	発車時刻
	到着時刻

	１便
	
	


	２便
	
	

	３便
	
	

	４便
	
	

	５便
	
	

	６便
	
	


　旧

	
	発車時刻
	到着時刻

	１便
	
	

	２便
	
	

	３便
	
	

	４便
	
	

	５便
	
	

	６便
	
	


系統名【　　　　　　　　　　】
　新

	
	発車時刻
	到着時刻

	１便
	
	

	２便
	
	

	３便
	
	

	４便
	
	

	５便
	
	

	６便
	
	


　旧

	
	発車時刻
	到着時刻

	１便
	
	

	２便
	
	

	３便
	
	

	４便
	
	

	５便
	
	

	６便
	
	


別紙３
法人用
　九州運輸局長　殿
宣　　誓　　書
１．道路運送法第７条各号の欠格事由に該当しておりません。
２．平成１３年１２月２５日付け九州運輸局長公示「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及　　び認可等の申請に関する審査基準」の2．（2）に抵触しておりません。
　　
　　　上記に相違ないことを宣誓いたします。
　　　　　　　　年　　月　　日
住　　　所
名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　別紙４
個人又は法人の役員用
　九州運輸局長　殿
宣　　誓　　書
１．道路運送法第７条各号の欠格事由に該当しておりません。
２．平成１３年１２月２５日付け九州運輸局長公示「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及　　び認可等の申請に関する審査基準」の2．（2）に抵触しておりません。
　　
　 □自動車運送事業を営んでいる他の会社の役員として就任しています。
会　社　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業の種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※業務を執行する常勤の役員で（ある・ない）
　　　□自動車運送事業を営んでいる他の会社の役員として就任していません。
　　　上記に相違ないことを宣誓いたします。
　　　　　　　　年　　月　　日
住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　
乗合バスの「路線」と「運行系統」について

１．バス路線

　　乗合バス（路線定期運行・路線不定期運行）の業務遂行上のために定める一定区間の道路をいいます（私道を含む場合もあり）。

　　バス路線は道路ごとに認可するので、路線が既に設定されている区間に更にバス路線を設定することはできません。

２．運行系統

　　路線上に定める乗降地点（バス停）を含めた具体的な運行ルート（停留所を結んだ線）をいいます。同じ道路上に複数の系統を設定することができます。
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＜路線延長をする際の注意事項＞

　路線延長は既に認可を受けている部分を申請することはできません。

　（例）

　　現在、A町コミュニティバスを運行している事業者が、新たにB町コミュニティバスを運行する場合でA駅からA町小学校まで同じ道路を使用して運行する場合、A駅からA町までは既に認可を受けているため、路線延長の申請をする部分についてはA町からB町役場までの路線延長申請となります。ただし、運行系統としてはA駅からB町役場までの運行系統の新設となります。
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路線図　見本
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	起点（ア）：○○県○○市○○丁目○番○号の先

終点（イ）：○○県○○市○○丁目○番○号の先

粁程：○○.○km

道路幅員：○ｍ

道路種別：○○市道

道路管理者：○○市


	起点（イ）：○○県○○市○○丁目○番○号の先

終点（ウ）：○○県○○市○○丁目○番○号の先

粁程：○○.○km

道路幅員：○ｍ

道路種別：県道

道路管理者：福岡県○○県土木事務所


※申請する路線ごとに図を作成してください

乗降地点（停留所）周辺見取図　見本
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＜添付書類＞　
提出部数は運輸局・運輸支局・事業者控えの3部＋公安委員会、道路管理者分を提出してください。
□全体路線図
　※運行ルートが変更になる場合、新旧で変更内容がわかるもの
□路線図（延長部分）
□乗降地点（停留所）周辺見取り図
　※新設又は移設の場合
□乗降地点（停留所）の使用権限を証する書類（土地の使用承諾書等）
　※新設又は移設の場合
□法第７条（欠格事由）各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証す書類

①宣誓書（別紙３法人用）

②宣誓書（別紙４個人又は法人の役員用）

※事業規模の拡大となる場合（申請の主たる目的が営業政策ではないと明らかに認められる場合を除く）
※法人の場合は役員全員分

□協議証明書（原本）
　※地域公共交通会議で協議された事案の場合
_1729940847

